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平成３０年度 入札監視委員会議事概要   

                                北海道防衛局、帯広防衛支局 

開催日及び場所 平成３０年６月２８日（木） 北海道防衛局４Ｆ第１・２会議室 

委       員 

 

 

 

阿座上洋吉（経営学者） 

大浦 崇志（公認会計士） 

神谷奈保子（大学客員教授） 

菊地 均 （大学名誉教授） 

津田秀太郎（弁護士）                           （５０音順） 

 防衛省発注機関が発注する建設工事等に関する審議 

審議対象期間 平成３０年１月１日 ～ 平成３０年３月３１日 

審議対象件数  ３５件 

１．入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について） 

抽出件数 総件数 ５件 （審議概要） 

・事務局から、契約状況、指名停止及び低入札状

況の説明 

・対象件数から抽出した５件の概要について局、

支局担当者が説明後、委員による審議 

 

 

 

 

建 

設 

工 

事 

一般競争(政府調達協定対象) ０ 件  

一般競争(政府調達協定対象外) ２ 件  

公募型指名競争 ０ 件  

指名競争 ０ 件  

企画競争 ０ 件  

随意契約 ０ 件  

建設コンサルタント業務等 ３ 件  

 

 

○委員からの意見・質問 

○それに対する回答等 

 

意 見・質 問 回   答 

【指名停止状況説明】 

 （特になし） 

【低入札状況説明】 

 （特になし） 

【抽出案件】 

○建設工事等 

（一般競争(政府調達協定対象外）) 

①［稚内(29)既設建物解体工事］ 

・１者応札となった理由を説明

されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・稚内市に所在する当局の登録業者

のうち、とび・土木・コンクリート

工事Ａランクが１者、建築一式工事

Ｃランク以上が８者と非常に少ない

状況のなか、業者からの聞き取りに

よると、１点目に、技術者不足に伴

う専任技術者の配置が困難であった

こと。２点目に、周辺の地方公共団

体が発注した工事と同時期になった

ため、地元労働者の確保が困難とな

ったこと。 

別添
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 意 見・質 問 回   答 

 

 

 

 

 

・分割発注をすれば応札業者が

増えた可能性が考えられるが、

１４棟をまとめて解体しなけれ

ばならない理由を説明されたい

。 

 

 

○建設コンサルタント業務 

（一般競争(政府調達協定対象外）) 

②［稚内(29)土木工事監理業務］ 

・工事監理業務とは、本来、発

注者側の職員が行う業務だと認

識しているが、それをコンサル

に委託するのは何故か。 

 

 

 

・履行期間と技術者の延べ人数

からすると予定価格が安価な気

がするが算定は適正なのか。 

 

 

 

○建設工事等 

（一般競争(政府調達協定対象外）) 

③［然別(29)汚水処理場新設土木

その他工事］ 

・１者応札となった理由を説明

されたい。 

 

 

 

３点目に、旭川市等の遠方から労働

者を確保するための経費（交通費、

宿泊費等）が負担となったことなど

が理由であった。 

 

・解体する建物は全て近接しており

、解体後の跡地に新たな施設を建設

する計画があるため、作業の効率性

及び安全性を確保するため１４棟を

一度に解体する必要があった。 

 

 

 

 

 

・工事監督官が受け持つ工事件数が

増加するなかで、現場の品質を確保

するため、技術士や１級施工管理技

士等を有する建設コンサルタントに

工事監理業務を委託することとした

。 

 

・予定価格の基となる業務費の算定

にあたっては、「土木工事に係る工

事監理業務積算要領」に基づき、適

正に算定を行っている。 

 

 

 

 

 

 

・業者からの聞き取りによると、１

点目に、技術者不足に伴う専任技術

者の配置が困難であったこと。２点

目に、３００人規模の汚水処理場の

工事実績を有する者が少なかったこ

と。３点目に、設計施工一括方式の

発注であるため、工事の設計に関し

て敬遠する業者があったことなどが

理由である。 
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 意 見・質 問 回   答 

・設計と工事を分けて発注する

ことは出来なかったのか。 

 

 

 

 

 

 

・今回の工事を設計施工一括発

注方式としたのは何故か。 

 

 

 

 

 

 

 

・予定価格はどのように算定す

るのか。 

 

 

 

 

・総合評価落札方式の評価点に

ついて説明されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応札価格が高くても評価点が

高ければ逆転する可能性がある

のか。 

 

○建設コンサルタント業務 

（一般競争(政府調達協定対象外）) 

④［根室(29)東地区局舎新設等設

備設計］ 

・本工事は、当省で定めている設計

施工一括発注方式の対象となる工事

であり、設計と施工と製造が密接不

可分である場合は、個々の業者等が

有する特別な設計及び施工技術を一

括して活用することが適当とされて

いるため、本方式を採用した。 

 

・本工事の浄化槽のように、メーカ

ーによって様々な製品があり、施工

方法もタイプによって複数あるよう

な場合、発注者が設計内容を決めら

れず、企業に蓄積されているノウハ

ウを活用して設計することが望まし

いという考えから、設計施工一括発

注方式とした。 

 

・設計施工一括方式に該当する部分

の技術提案書と見積書をセットで確

認し積算するが、今回は１者のみの

提出であったため、その業者の見積

価格を基に算定している。 

 

・企業の施工能力とは、工事成績に

応じた評価点であり、配置予定技術

者の能力とは、技術者の施工経験な

どの評価点である。 

また、簡易な施工計画とは、工事

に関する技術的所見、安全管理に留

意すべき事項、品質管理及び施工上

配慮すべき事項に関する技術的所見

等についての評価点である。 

 

・そういうケースもあり得る。 
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 意 見・質 問 回   答 

・本件は、応札した５者のうち

落札者以外の４者が予定価格を

超過し、高落札率（９８．２８

％）となっているがその理由に

ついて説明されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○建設コンサルタント業務 

（随意契約(政府調達協定対象外）) 

⑤［根室(29)東地区局舎新設等

建築設計］ 

・随意契約の理由を説明された

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・どのような技術提案を求め１

者が特定されたのか。 

・高落札率となった要因として、本

業務は、新設する局舎と改修する通

信局舎等の設計業務であり、新設の

場合は、国土交通省が公表している

「設計業務等標準積算基準書」に基

づき算出しており、労務単価につい

ても公表されているため、業者が精

度の高い積算を行うことは可能であ

ると考えられる。 

一方、改修の場合は、見積書を徴

取し人工数を算出するため、予定価

格を超過した４者は人工数を多く見

積り、超過したものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

・本業務は、簡易公募型プロポーザ

ル方式で行っており、公募により参

加表明者の募集を行い、６者から参

加表明書の提出を受けた。その中で

評価の合計点が高い５者を選定し、

技術提案書の提出を求め、技術提案

書の評価点が最も高い１者を特定し

、その者と見積合わせを行ったこと

から、方式としては随意契約となっ

ている。 

 

・技術提案については、２項目設定

しており、１項目目は、局舎の構造

設計における留意点として、局舎Ａ

～Ｆは建物屋上に、局舎Ｇは建物外

部全面に別途契約となる精密器材が 

設置されるため、風及び当該器材自

体の動揺による変位の制限など、構

造的に高い性能が要求されることか

ら、構造設計における検討項目及び

具体的な留意点について設定した。 

２項目目は、局舎の内部設計におけ 
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意 見・質 問 回   答 

 

 

 

 

 

 

る留意点として、局舎Ａ～Ｇは、室

内に別途契約となる精密電子機器が

設置されるため、温湿度及び浮遊塵

埃を制限すると共に、閉鎖された機

器空間で隊員が執務するための高い

環境性能が要求されることから、内

部設計における検討項目及び具体的

な留意点について設定した。 

 

 

 

委員会による意見の具申又は勧

告の内容 

・特になし 

 

２．談合疑義案件(内訳明細書の点検結果疑義)の処理状況について 

談合疑義件数 ０件 （審議概要） 

・該当案件なし 

 

 

工 

事 

談合情報 ０件 

点検結果疑義 ０件 

業 

務 

談合情報 ０件 

点検結果疑義 ０件 

○委員からの意見・質問 

○それに対する回答等 

意 見・質 問 回   答 

・特になし  

委員会による意見の具申又は勧

告の内容 

・特になし 

 

３．再苦情処理（再説明請求回答） 

再苦情申立件数 

（再説明請求件数） 

 

  ０ 件 

（審議概要） 

・特になし 

 

 

 

 

建 

設 

工 

事 

一般競争(政府調達協定対象) ０ 件 

一般競争(政府調達協定対象外) ０ 件 

公募型指名競争 ０ 件 

指名競争 ０ 件 

企画競争 ０ 件 

随意契約 ０ 件 

建設コンサルタント業務等 ０ 件 

○委員からの意見・質問 

○それに対する回答等 

      意 見 ・ 質 問 回   答 

・特になし  

委員会による意見の具申又は勧

告の内容 

・特になし 

 


